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11 月 10 日、北川豊昭町長が初登

庁し、新町政がスタートしました。 

西澤議員は町民のくらしと営業を

守る上での緊急要望と当面する町政

運営にかかわる事項をもとに、町民

有志とともに面談する予定です。 

11 月 20 日に提出した要望事項を

紹介します。 

公平・公正な対応を 
町民は新しい町政に対してそれぞ

れの立場で、どのような町政運営が

展開されるのか注目していることと

思います。山積する課題に対し、公

平・公正な立場で果敢に取り組まれ

ることを希望しております。 

 私たちは、北川町政の良い施策に

は賛成し、間違ったものには反対し、

改善を求め、甲良町政がさらに前に

進むよう町民と共同して取り組む立

場を明らかにしているところです。 

 つきましては、北川町政の当面する町

政運営と年末に向けての緊急要望等に限

定して下記の事項を要請いたします。 

Ⅰ、ふるさと交流村計画について 

「内容・規模を見直し、町民の負担

を軽減する」は北川豊昭町長の最大の

公約だったと思います。「内容・規模を

見直し」の中身は大変幅が広いもので

す。金屋地先への一日も早い直販所移

設を望んでおられる生産者の方も、た

だやみくもに「早く開設」を望んでお

られるのではないと思います。一方、

立地条件、生産体制、管理経営主体と

基本方針など根本的な問題は解決して

おらず、不安を抱く町民も多いと思い

ます。町民的論議と町民合意の形成が

何よりも大切だと考えます。 

１、山﨑前町長が発表した「ふるさと交

流村計画」（コンビニ、直売所、レスト

ラン、シャワー室、緑のカフェ、広場

など）をいったん白紙に戻すことが出

発点になると考えます。 

２、北川町長の公約である「内容・規模を

見直し」について、「何をどのように見

直すか」との方針を策定するにあたっ

て、住民意向調査を実施することが一番

ふさわしいと考えます。 

３、直売所充実の必要性を明確にした上

で、設置場所・規模・生産体制・経営責

任の範囲など町民合意が得られる内容

とすること。 

４、「ふるさと交流村計画運営推進員」制

度は見直し、「離職を余儀なくされた者」

という緊急雇用対策の趣旨に沿って甲

良町民の雇用拡大を重視すること。 

５、ふるさと交流村計画運営協議

会の議題を、「見直し方針」に

沿って整理し、再構築するこ

と。そして、同協議会の協議結

果を毎回町民に公表すること。 

６、金屋の用地の本造成だけは着

工するとの話が出ていますが、

これは容認できません。「見直

し」の内容も定まっていない時

期に｢従来路線の延長｣という

既成事実となりかねず、町民の

期待に背くことにもなりかね

ません。また、方針が定まらな

い事業へのムダな支出になる

懸念が指摘されます。今後明ら

かになるであろう｢見直し方

針｣が確定するまで「ふるさと

交流村計画」にかかわる税金の

投入は行わないこと。 

７、「見直し」にかかわる作業ス

ケジュ－ルと内容を町民に公

表すること。 



 
２５日：臨時議会 

就任直後の機会 
所信表明と質問許可を 
西澤議員は１６日、当面の議会運営にかかわる

提案・要請を山田議長と濱野議運委員長に書面で

行いました。ところが、当日開かれた議会運営委

員会では、この提案があったこと自体も報告され

ませんでした。 

１６日の議会運営委員会では、北川前議員失職

（町長選立候補による）にともなう役職の選任と

当局提出の議案のみで、臨時議会として新町長の

所信表明を求めることも、所信表明に対する質問

を設定することも話し合われませんでした。 

山﨑町長当選後の臨時議会（2005 年 11 月）で

は「所信表明と質問」が設定され、大町議員、北

川豊昭議員、田中議員（いずれも当時）、西澤議員

が質問していました。 

議会論議の活性化を 
16日、西澤議員が提案・要請した事項を抜粋・

要約して紹介します。 

【議会運営委員会の補充】 

議会運営上の要をなす委員会であり、多様な意

見を反映することが必要です。従来から提案して

いるように幅広い年齢、階層、委員会所属などと

共にすべての政党の主張・立場を反映し、協議で

きる構成とすることが重要です。 

【新町長の所信表明】 

①新町長就任直後の議会であり、基本方針などの

所信表明演説の機会を設けること。 

②新町長の所信表明演説を受けて議員の質問を受

け付けること。 

③少なくとも３日間の会期を設けること。 

【議会中継】 

「議会公開の原則」をさらに進めるため、防災無

線で一般質問を中継（生あるいは録音）すること。 

【質問時間制限の大幅延長】 

「質問３回制限」廃止と「３５分」を延長すること。 

Ⅱ、町民のくらしと営業をま

もる緊急要望 

経済情勢の悪化による年末・年

始に向けた緊急施策を重点に

以下の事項を要望します。 

１、失業者への緊急対応策（生活

つなぎ資金貸付、諸税の減免・

徴収猶予、住宅の確保、空き家

のあっせんなど）を早急に策定

すること。 

２、健康と命を大切にする立場か

ら国民健康保険の資格証は原

則発行しない立場とし、本人・

家族の病気治療時には短期保

険証の対応とすること。 

３、家計応援と中小建設業者の仕

事起こしの支援に効果的な住宅

リフォーム補助制度を創設する

こと。（彦根市、長浜市、豊郷町、

愛荘町、多賀町などが実施） 

４、中小企業の借入金対策（セー

フティーネット保証、借換債、返

済猶予など）を強化すること。 

５、生活保護相談を気軽に出来る

ように充実すること。 

６、町営住宅建て替え計画（公営

住宅ストック計画）の再開を 

①再開に向けての作業順序を

明らかにすること。 

②老朽化した住宅の取り壊しに

着手するまでの期間限定を条

件にした入居を認め、緊急に

公募すること。 

③建て替え計画が定まらない場

合でも入居期限を設けての入居

募集を行うこと。 

Ⅲ、当面する町政運営につい

て 

「開かれた町政」を実現するた

めには、どの団体・個人・地

域にも偏らない公平な町政運

営が何よりも重要だと考えま

す。 

１、「開かれた町政」を実現するた

めに 

①町長交際費を公開すること。 

②議会にも働きかけて議会の本

会議・委員会を防災無線で中継

（生、あるいは録音）すること。 

２、不正のない、公平な甲良町政

めざして 

①談合のない公正な入札制度を

作るため第三者（弁護士など

第三者で構成）による委員会

を設置すること。 

②最近起きた「談合疑惑」に関

し、上記の第三者による委員

会に諮問し、行政として真相の

解明を行うこと。 

③７月９日に執行された入札で

は議員が入札に参加したこと

が確認されています。「脱法行

為」に対する処分は必要でない

のかどうか明らかにすること。 

④呉竹センター改築工事に関わ

る暴力事件（本年８月２０日

他）の真相を解明し、経緯を公

表すること。 

⑤呉竹センターの解体工事にお

けるパイル抜き取り工事がさ

れていない疑惑が指摘されて

おり、この真相・経緯を公表す

ること。 

 

あなたのご要望を 
来年度の予算編成に反映さ

せてゆきたいと考えますの

で、みなさんのご要望・ご意

見などドシドシとお寄せくだ

さればうれしいです。 


